
１ 千葉市飲食店冬季感染症対策支援金制度
事業費 １．１億円

■事業内容 ■事業イメージ（スキーム）

○事業目的
市内飲食店について、冬季ならではの感染症対策（暖房を行

いながらの換気、一定の加湿等）について、追加での費用負担
が見込まれることから、対象となる飲食店に対し、必要と見込ま
れる費用として支援金を支給し、市民をはじめとした飲食店利
用者の感染拡大防止を図る。

○概要
（１）支援対象
市内飲食店のうち、「千葉市新型コロナ感染症対策取組
宣言」を行っている店舗であること

（２）支給金額
最大１０万円

（令和２年１０月以降で、感染対策に要した経費相当額）
○実施時期
募集開始の日～令和３年１月３１日（調整中）

〇その他の条件
ア 新型コロナ感染症対策を行っていることが分かる写真を
添付すること

イ 対策に要した経費に掛かる領収書を添付すること
ウ 飲食店の営業に係る必要な許認可等を取得していること
エ 市の調査に対し積極的に協力すること、及び不正な利用
があった際は全額を返還する旨を誓約すること

〇スケジュール
～１２／４ 関係者調整
～１２／１１ 委託事業者との契約
～１２／中旬～下旬（調整中） 募集開始（施行）
～１／末 事業者申込 ⇒随時支払

〇対象となる経費について
１飛沫感染予防対策（アクリル板、防護スクリーン 等）
２接触感染予防対策（非接触体温計、サーモカメラ 等）
３換気による感染予防対策（換気扇、サーキュレーター 等）
4 その他（加湿器、二酸化炭素濃度測定器 等）
※マスク・フェースシールド等の消耗品を除く。

飲食店

千葉市
（経済企画課）

③申請書提出

④協力金支払

①千葉市新型コロナ感染症対策取組
宣言の実施

②具体的な対策を実施・運営
（写真撮影等）

⑤具体的な対策実施

経済企画課
043-245-5302



２ テレワーク推進事業（再開）
事業費 22百万円（総事業費 49百万円）

観光MICE企画課
043-245-5281

〇趣旨・概要

冬季における新型コロナウイルス感染拡大が懸念される状況で、感染拡大防止の一環とし
てテレワークを行いやすい環境を整えると共に、コロナ禍において広がったテレワーク等の
働き方や企業活動における変革を更に推し進め、市民の利便性向上や市内企業の生産性向
上を図る。

（１）対 象 者 千葉県内にお住まいで、テレワークを目的とする方
（２）補助金額 テレワークプラン利用料金のうち1回1人あたり上限3,000円

（但し、最低自己負担額1,000円）
（３）対象ホテル １9施設

ホテルグリーンタワー幕張、ホテルサンルート千葉、ホテルザ・マンハッタン、ファミーINN幕張、
東横INN千葉駅、東横INN千葉駅東口、東横INN千葉みなと駅前、三恵シティホテル千葉、
ホテニューオータニ幕張、ベッセルイン千葉駅前、アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉、
アパホテル〈千葉駅前〉、京成ホテルミラマーレ、メイプルイン幕張、ホテルテトラ千葉みなと
グランパークホテルパネックス千葉、ホテルシュランザCHIBA、ザ・キューブホテル、
テトランゼ幕張稲毛海岸ホテル

※販売開始日はホテルによって異なりますので、直接お問い合わせください。
※対象ホテルは順次追加される予定です。市のホームページでご確認ください。

【URL】 https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/kanko/covid19_telework.html

〇スケジュール（期間）
事業再開 令和２年１２月 ７日（月）チェックインから
終了 令和３年 ３月１５日（月）チェックアウトまで



３ ICT活用変革促進事業（募集再開）
事業費 ５百万円 （総事業費 ３０百万円）

産業支援課
043-245-5274

〇趣旨・概要

市内の中小企業等を対象としたICT活用変革促進事業については、予算額に到達したため、
11月に申請受付を終了したが、冬季における新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、中小
企業におけるテレワーク導入を再度推進する必要があることから、予算を拡充し、申請受付
を再開する。

（１）補助対象経費
ア クラウドサービスの利用費用
イ IT、IoT導入に係る機器購入費用またはレンタル費用
ウ 専門家派遣、コンサルティング費用

（２）補助内容
ア 補助率 ４分の３以内（パソコン等の機器購入費は２分の１以内）
イ 上限額 ５００千円

（３）その他
（公財）千葉市産業振興財団の補助事業として実施

〇スケジュール（期間）
令和２年１２月7日 申請受付の再開



４ 千葉市中小企業者事業継続給付金（期間延長）
事業費 ― （総事業費 ４４０百万円）

産業支援課
043-245-5274

〇趣旨・概要

国が実施している持続化給付金等の対象外となる中小企業者を対象にした市独自の給付金
について、冬季における新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、 申請受付期間を延長する。

（１）給付対象者（次のアからエの全てに該当すること。）
ア 令和２年３月までに創業し、千葉市内に「本店」又は「主たる事業所」を有する中小企業
者等
イ 国の持続化給付金及び千葉県中小企業再建支援金（事業収入減少率が５０％以上の場
合）の給付を受けていない者（申請を含む）
ウ 令和２年１月から申請月の前月までの間で、任意の一月の事業収入が、前年同月比20
％以上５０％未満減少している者（同期間中、事業収入が前年同月比５０％以上減少した
月がある者を除く）
エ 引き続き千葉市内で事業継続の意思がある者

（２）給付額
１事業者あたり一律２０万円

〇スケジュール（期間）
【変更前】 令和２年９月１４日（月）～令和２年１２月１４日（月）
【変更後】 令和２年９月１４日（月）～令和３年 １月１５日（金）


